
当別町
アパート・マンション
引越し応援事業
申請の手引き



１．申請について

この助成は、当別町外から町内のアパート・マンションに引越して新生活を
始める単身者の方を対象としています。
申請にあたり条件等がありますので、この手引きを参考に申請準備を進めて
ください。

１）補助対象者
・以下のすべての要件を満たす方が、助成の申請を行うことができます。
（１）町外から町内のアパート・マンション等に居住（引越し）した単身者であること。
（２）入居日から継続して２年以上町内に居住する意思があること。
（３）入居するアパート・マンション等の契約期間が２年以上であること。
（４）生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護（支援）を受けていないこと。
（５）当別町暴力団排除の推進に関する条例（平成27年条例第15号）に規定する暴力団及び

暴力団員でないこと。また、暴力団及び暴力団員と関わりを持たない者。
（６）その他町⻑が補助対象者として認めた者。

２）アパート・マンション等
・以下に記載された物件については、助成の対象外になりますのでご注意ください。
（１）⼀⼾建ての借家
（２）公営住宅
（３）社員住宅
（４）３親等以内の親族が経営するアパート・マンション
※居住するアパート・マンション等が該当になるか不明な場合は、産業振興課まで
お問合せください。（電話：０１３３−２３−３１２９ 平日：９時〜１７時）

３）助成内容
当別町内の加盟店で使用可能な当別町商工会が発行する当別町共通商品券５０，０００円を
申請された住所に簡易書留にて郵送します。

４）申請方法

①各種様式の入手場所
（１）当別町経済部産業振興課（役場３階）
（２）当別町ホームページ（産業振興課のページ内）
（３）当別町商工会（当別アパート組合）

②申請時に必要な書類など
（１）助成申請書
（２）誓約書
（３）入居するアパート・マンションの契約書の写し

①で入手可能です。

当別町ホームページ
（産業振興課）

当別町商工会
ホームページ

（インフォメーション）

※入居日から２か月を経過した場合は
申請できませんのでご注意ください。



申請に必要な書類を用意できたか確認してください。

備 考チェック必要な書類

記載漏れの無いよう確認してください。□助成申請書

記載内容の確認後、申請者ご自身が署名してください。□誓 約 書

申請者本人の氏名が記載されていることが必要です。□アパート・マンション契約書

２．申請書類の確認について

３．申請書類の提出について

１）郵送提出の場合
宛先：〒061-0292

当別町白樺町５８番地９ 当別町役場 経済部産業振興課 宛て

・簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
・書類に不備がある場合、修正や再提出を求める場合があります。

２）窓口持参の場合 午前８時４５分〜午後５時１５分まで（平日のみ）
１．当別町役場 経済部産業振興課（３階）
住所：〒061-0292 当別町白樺町５８番地９

２．当別町役場 ⻄当別支所（書類の受付のみ対応）
住所：〒061-3776 当別町太美町１４７０番地４ サツドラ当別太美店内

３）電子申請の場合（推奨しています）
右に記載しているＱＲコードを読み込み、
必要事項を入力してください。

４）申請締切
毎月、月末締めとさせていただきます。
※申請された書類等の確認後、助成を決定した場合は商品券を簡易郵便にて申請時に
記載された住所に送付します。
※送付までに約２週間程度かかりますので予めご了承ください。

５）申請後の留意点
・申請内容が審査により適当と認められた場合、助成決定通知書が送付されますので、
紛失されないようご注意ください。（再交付はできません。）

電子申請用
ＱＲコード



４．Ｑ＆Ａ
Ｑ１：単身者のみ申請が可能となっているが。
町内のアパート・マンションのほとんどは北海道医療大学の学生向け（単身向け）の
間取りが多く、２名以上での入居は家族や夫婦であっても生活空間が確保しにくいと
考えます。従って、単身者の方のみ対象としています。

Ｑ２：借家は対象外なのはどうしてなのか。
北海道医療大学の北広島市への移転により、町内に居住していた学生が転居する可能性が
あり、町内アパート・マンション等の空室増加が懸念されます。この空き室を解消してい
くことが町にとっても重要なことであるため、対象物件はアパート・マンションに限定し
ています。

Ｑ３：申請時に提出するアパート・マンションの契約書の契約者名は親族でも可能か。
例えば、３月中旬に引越しを予定している方が、３月３１日生まれの場合、アパート・
マンションの契約はできないことから、親族が契約者となると考えられますので、問題
ありません。ただし、入居者の欄に申請者本人の氏名が記載されていることが必要とな
ります。

Ｑ４：２年以上、居住することが条件となっているが、２年以内に転居した場合は？
交付した商品券の額面分を現金で返還していただくことになります。ただし、申請者が
何らかの理由で死亡した場合や、病気等で他の市町村に住⺠登録（転居）したなどの、
やむを得ない理由がある場合は、返還を求めません。

Ｑ５：転居の確認はどのように行うのか。
申請時に関係部局やアパート・マンションの所有者への調査及び確認を行う場合があり
ます。Ｑ４同様、２年以内に転居する場合はご相談ください。

Ｑ６：入居後、同居する者が生じた場合、返還する必要があるのか。
申請時の入居者（申請者）が居住している場合、返還する必要はありませんがＱ４のよう
に２年以内に転居した場合は返還していただきます。

Ｑ７：申請してから、商品券を受け取るまでの期間は？
毎月の申請締め切り後、申請内容の確認を行い不備等が無ければ約２週間程で簡易書留
にて申請された住所に郵送します。

Ｑ８：現在、就労しており受領する商品券は収入（課税対象）になるのか。
商品券は現金と同様の所得（経済的利益）となる可能性があり、⼀時所得として所得税の
課税対象になると考えられますので、具体的な取扱いは、勤務先の経理担当者や税務署、
税理士にご確認ください。

Ｑ９：個人情報の取扱いに不安がある。
申請書やその他提出された書類等は本事業のみで使用され、情報が外部に公開されることは
ありませんのでご安心ください。

Ｑ１０：商品券ではなく現金で支給して欲しい。
生活をするうえで必要な物品等は町内でも購入可能であり、町内店舗をご利用していただき
たいことから、現金ではなく商品券をお渡しするものです。お買い物は当別町内の店舗利用
をお願いします。

その他、ご質問がある場合は、当別町経済部産業振興課（ 0133-23-3129）まで
ご連絡ください。



参考：「助成申請書」の記載例

申請書の提出日（郵送の場合は
発送日）を記載してください。

［氏名］はアパート・マンション
に入居する本人の名前を記載して
ください。

［住所］は居住するアパート・マン
ション住所を記載してください。

［電話番号］は申請者と連絡が取れる
番号を記載してください。

［入居日］は新たにアパート・マン
ションで生活を始めた日としてく
ださい。

［入居前住所］は引越しをする前に
居住していた住所を記載してくだ
さい。

［入居理由］は該当する箇所に〇を
付けてください。また、その他の
場合はカッコ内に記載をしてくだ
さい。

『添付書類』は提出する書類を確認
してからチェック を入れてくだ
さい。なお、その他は町が提出を
求めた場合のみ必要です。

当別町白樺町５８番地９
とうべつアパート１０１号

当別 太郎

〇 〇-1234-5678



参考：「誓約書」記載例

申請書と同⼀の日付としてください。

当別町白樺町５８番地９
とうべつアパート１０１号
当別 太郎 申請書の記載と同⼀として

ください。

誓約書に署名をする前に、必ず内容を確認してください。
すべての項目について誓約することができる場合のみ、
署名を行ってください。



第
1
1
条
（
契
約
解
除
）
甲
の
都
合
に
よ
り
途
中
で
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
場
合
は
、
そ
の
６
か
月
前
ま
で
に
書
面
で
の

解
除
の
意
思
、
そ
の
理
由
、
明
け
渡
し
期
日
を
乙
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
の
都
合
に
よ
り
契
約

を
解
除
す
る
場
合
は
、
そ
の
１
か
月
前
ま
で
に
そ
の
理
由
、
明
け
渡
し
期
日
を
甲
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
1
2
条
（
現
状
回
復
）
乙
は
賃
借
建
物
を
明
け
渡
す
場
合
は
、
自
費
で
建
物
な
ら
び
に
雑
作
物
の
変
更
部
分
を
原
状
に

回
復
す
る
。
そ
の
施
工
を
し
な
い
で
明
け
渡
し
た
場
合
、
そ
の
物
件
に
対
し
甲
が
ど
の
よ
う
に
処
分
し
て
も

乙
は
異
議
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
乙
の
過
失
、
怠
慢
に
よ
り
建
物
お
よ
び
雑
作
物
を
毀
損
し
、
そ
の

価
値
を
減
少
し
た
と
き
は
、
乙
は
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
1
3
条
（
移
転
料
）
賃
借
建
物
を
明
け
渡
す
場
合
の
移
転
に
要
す
る
諸
経
費
は
、
い
っ
さ
い
乙
が
負
担
し
、
移
転
料
等

は
請
求
し
な
い
。

第
1
4
条
（
死
亡
）
乙
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
相
続
人
を
定
め
て
甲
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
1
カ
月
以
上

に
わ
た
り
賃
借
建
物
に
居
住
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
契
約
は
解
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
1
5
条
（
転
貸
）
乙
は
賃
借
建
物
に
つ
い
て
、
賃
借
権
を
譲
渡
、
転
貸
ま
た
は
名
目
の
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
第
三
者
に

使
用
、
ま
た
は
同
居
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
1
6
条
（
連
帯
責
任
）
連
帯
保
証
人
は
こ
の
契
約
に
よ
る
乙
の
債
務
に
つ
い
て
甲
に
対
し
乙
と
連
携
し
て
支
払
い
の
責

任
を
負
う
。
連
帯
保
証
人
が
死
亡
ま
た
は
他
に
転
住
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
別
な
連
帯
保
証
人
を
定
め

甲
へ
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
1
7
条
（
強
制
執
行
）
乙
と
連
帯
保
証
人
は
、
こ
の
契
約
で
乙
が
負
担
す
る
金
銭
債
務
不
履
行
の
場
合
は
、
全
財
産
に

対
し
直
ち
に
強
制
執
行
を
受
け
て
も
異
議
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
あ
ら
か
じ
め
公
正
証
書
作
成
に
必
要
な

委
任
状
、
印
鑑
証
明
書
を
契
約
と
同
時
に
甲
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
1
8
条
（
管
轄
裁
判
所
）
こ
の
契
約
に
関
し
て
訴
訟
を
起
こ
す
場
合
は
、
甲
の
住
所
を
管
轄
す
る
裁
判
所
を
第
⼀
裁
判

所
と
す
る
。

第
1
9
条
（
特
記
事
項
）

第
１
条
（
存
続
期
間
）
賃
貸
借
存
続
期
間
は
令
和
〇
年
〇
月
〇
日
よ
り
令
和
〇
年
〇
月
〇
日
ま
で
と
す
る
。

た
だ
し
、
期
間
満
了
の
〇
か
月
前
ま
で
に
両
者
が
話
し
合
っ
て
、
契
約
を
更
新
ま
た
は
延
⻑
で
き
る
。

第
２
条
（
賃
貸
料
）
賃
貸
料
は
１
か
月
金
〇
〇
〇
〇
〇
円
と
し
毎
月
〇
〇
日
ま
で
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
月
の
途
中
よ
り
契
約
す
る
場
合
の
賃
貸
料
は
日
割
り
計
算
と
し
、
こ
の
契
約
と
同
時
に
支
払
う
。

第
３
条
（
敷
金
）
乙
は
敷
金
と
し
て
金
〇
〇
〇
〇
〇
円
を
甲
に
支
払
い
、
甲
は
そ
れ
を
受
領
し
た
。
こ
の
敷
金
は

無
利
息
と
し
契
約
解
除
に
よ
る
建
物
引
き
渡
し
と
同
時
に
甲
に
返
還
す
る
。
た
だ
し
、
乙
が
賃
貸
料
の

支
払
い
を
怠
っ
た
と
き
、
ま
た
は
乙
の
責
任
に
基
づ
く
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
甲
は
そ
の
敷
金
を

そ
の
弁
済
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
４
条
（
改
定
）
賃
貸
料
は
令
和
〇
年
〇
月
〇
日
ま
で
は
前
記
の
通
り
と
し
、
そ
の
後
は
土
地
の
状
況
、
地
代
、

家
賃
の
高
騰
、
租
税
公
課
そ
の
他
建
物
に
対
す
る
負
担
の
増
加
及
び
値
上
げ
等
を
考
慮
し
て
改
訂
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
甲
は
新
し
い
賃
貸
料
及
び
値
上
げ
の
理
由
を
書
面
で
通
知
す
る
も
の
と

し
、
乙
は
異
議
無
く
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
５
条
（
滞
納
）
乙
が
賃
貸
料
の
支
払
い
を
〇
か
月
以
上
に
わ
た
り
延
滞
し
た
と
き
、
こ
の
契
約
の
各
項
に
違
反

し
た
場
合
、
甲
は
催
告
を
要
し
な
い
で
こ
の
契
約
を
解
除
し
、
乙
に
建
物
の
引
き
渡
し
を
請
求
で
き
る
。

第
６
条
（
造
作
替
え
）
乙
は
建
物
を
原
形
の
ま
ま
使
用
す
る
も
の
と
し
、
甲
の
承
認
を
受
け
な
い
で
建
物
又
は
雑

作
物
を
変
更
す
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
７
条
（
迷
惑
行
為
）
乙
は
賃
貸
建
物
内
で
危
険
も
し
く
は
近
隣
に
迷
惑
を
お
よ
ぼ
し
、
あ
る
い
は
賃
貸
建
物
に

損
害
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
８
条
（
日
常
経
費
）
電
気
料
、
ガ
ス
代
、
水
道
料
、
水
洗
管
理
料
、
ご
み
処
理
費
、
衛
生
費
、
清
掃
費
、
そ
の

他
町
内
会
の
規
定
等
に
よ
る
経
費
は
す
べ
て
乙
が
負
担
す
る
。

第
９
条
（
自
然
解
約
）
天
災
地
変
ま
た
は
火
災
等
に
よ
り
建
物
が
滅
失
す
る
か
ま
た
は
使
用
に
耐
え
ら
れ
な
く
な

っ
た
と
き
は
、
こ
の
契
約
は
自
然
解
約
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
甲
は
乙
に
敷
金
を
返
還
す
る
。

第
1
0
条
（
損
害
賠
償
）
乙
の
過
失
に
よ
り
賃
貸
建
物
を
滅
失
ま
た
は
損
壊
し
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
損
害
賠
償
の

責
任
を
負
う
。
こ
の
場
合
、
乙
は
契
約
を
解
除
さ
れ
て
も
異
議
な
い
も
の
と
す
る
。

貸
室
賃
貸
借
契
約
書
（
例
）

賃
貸
人
（
甲
）
〇
〇
〇
〇
と
賃
借
人
（
乙
）
〇
〇
〇
〇
と
の
間
に

次
の
と
お
り
貸
室
賃
借
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

所
在
地
石
狩
郡
当
別
町
（
地
区
名
）
〇
〇
番
地

建
物
名
称
と
う
べ
つ
〇
〇
〇
〇
２
階
２
０
１
号
室

上
記
の
建
物
貸
室
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
賃
貸
人
を
（
甲
）
と
し
賃
借
人
を
（
乙
）
と
し
て
下
記
の
様
に
契
約
す
る
。

こ
の
契
約
書
弐
通
を
作
成
し
甲
、
乙
が
各
１
通
を
所
持
す
る
。

（
甲
）
賃
貸
人
現
住
所

氏
名

電
話

（
乙
）
賃
借
人
現
住
所

氏
名

電
話

連
帯
保
証
人
現
住
所

氏
名

電
話

令
和
〇
年
〇
月
〇
日

申
請
時
に
入
力
（
記
載
）
す
る

住
所
と
違
い
が
無
い
か
確
認
を

し
て
く
だ
さ
い
。

契
約
期
間
が
２
年
以
上
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

正
式
に
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
か
、

申
請
者
本
人
が
契
約
し
て
い
る
か
を

確
認
し
ま
す
。

参考：賃貸借契約書（申請時に提出する書類）



当別町役場経済部産業振興課
〒061-0292

北海道石狩郡当別町白樺町５８番地９
電 話：0133-23-3129（直通）
ＦＡＸ：0133-23-3206

メール：shoko@town.tobetsu.hokkaido.jp
R7.12


